
緊急経済対策融資をご活用ください
茨城県では､国が｢安心実現のための緊急稔合対策｣に基づき創設した｢緊急保証制度｣を活用して､

｢セーフティネット融資｣に､現行融資限度額(5千万円)とは別枠の｢緊急経済対策融資(限度薪:

5千万円)｣を実施しています｡是非､ご活用くださいH

◆融資概要◆

国が指定した業況の悪化している業種760業種(2/27改正)に該当する県内中小企業(県内業歴1

年以上)で､次のいずれかの要件に該当する方

(1)最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比べ3 %以上減少している場合

(2)原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず､製品等価格に転嫁できていない場合

(3)最近3か月間の平均売上総利益率等が前年同期に比べ3 %以上減少している場合
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◆融資の手続き◆

市町村長の認定を受けた後､申込窓口となっている機関(中央会又は商工会議所･商工会)
で融資申込の受付を行ってください｡

詳細は､中央会団体支援課(TRO29-22418030)へお問い合わせください｡
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